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２０２１年６月２７日 

ＪＲ東海労新幹線関西地本 

編集 業務部  №２７ 

 

２０２１年６月２５日、新大阪日之出会議室において「申」第３６号について、会社

は団体交渉の開催を拒否し、会社側幹事から口頭による回答がありました。 

 以下、組合の申し入れと会社回答。 

 

「ワクチン職域接種」に関する緊急申し入れ 

 

マスコミは６月４日、ＪＲ東海が６月３日にコロナウイルスのワクチン接種について

職域接種を２１日から実施する方針を明らかにしたと報道した。報道によると、指令員

や接客に携わる乗務員や駅係員など本体の８０００人が対象で、社内の産業医や保健師

が接種に当たるとされている。このマスコミ報道では、ＪＲ東海が職域接種を２１日か

ら実施するものと受け止められる。 

よって、下記の通り申し入れるので、早急に団体交渉の場を設定すること。 

 

１． 職域接種については政府、自治体より企業が積極的に進めるように要請されている。

今回の報道にあるような職域接種について会社として実施する予定があるのか明ら

かにすること。 

【会社回答】新型コロナワクチンについて、企業内での職域接種を推進していく政府方

針が示されたことを踏まえ、社会的な集団免疫の早期獲得・経済活動再開への貢献を果

たすことを目的に、当社においても、令和３年６月２１日より実施する。なお、当初は

静岡、名古屋の２会場での実施としていたが新たに東京、新大阪にも実施会場を設定で

きる見通しである。 

 

２． 職域接種の予定がある場合、その具体的な予定や進め方について明らかにすること。 

【会社会と】同上 

 

３．報道によると指令員、乗務員や駅係員などを対象としているがその根拠を明らかに

すること。 

【会社回答】当初は「令和３年７月１日時点で指令・駅・運輸区所等に在籍し、指令・ 

接客業務に携わる者」を対象に希望確認を実施していたが、東京及び新大阪で実施会場 

を設置できる見通しとなった為、「令和３年７月１日時点で各鉄事・支社に在籍する社 

員で、当初の希望確認の対象とならなかった者『休職者を除く』」についても新たに対 

象者を拡大することにした。 

 

４．職域接種の対象は職種にこだわらず全社員を対象にして希望者には早急に実施する

こと。 

【会社回答】「令和３年７月１日時点で各鉄事・支社に在籍する社員『約１万７千名』」 

に対象を拡大しており、まずは、これらの対象社員の希望者に対し、なるべく早くワク 

チン接種を行うことを最優先に取り組んでいく。その後の接種対象や人数等については、 

対象社員への接種状況等も踏まえながら、実施可否を検討していく。 
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５．職域接種を実施するときは勤務時間内とすること。 

【会社回答】ワクチン接種については自己の時間とする。但し、日勤を常例とする者等 

で勤務時間内に受検せざるを得ず、業務に支障がない場合は勤務免除を認める。なお令 

和３年度中に限り会社に保存休暇を申請した場合で、就業規則第７７条の４第１項に規 

定する使用条件を満たした場合、接種当日に保存休暇を付与することとした。 

 

６．ワクチン接種によって副反応、副作用が出た場合の勤務扱いは「ワクチン休暇」を

新設し、本人の不利益とならないようにすること。 

【会社回答】副反応により体調不良となり、欠勤を希望する申告があった場合は、私傷 

病休暇となる「年休とすることは妨げない」。令和３年度中に限り、会社に保存休暇を 

申請した場合で、就業規則第７７条の４第１項に規定する使用条件を満たした場合、ワ 

クチン接種を行った当日及び翌日に限り保存休暇を付与することとした。 

 

７．職域接種に使用するワクチンの種類については事前に明らかにすること。 

【会社回答】武田/モデルナ社制を使用する。 

 

８．アレルギー等で、接種出来ない社員に対する対応を明らかにすること。 

【会社回答】会社としては、接種機会を確保・提供するものであり、接種する・しない 

の最終的な判断は社員の意思を尊重する。 

 

９．アレルギー等で、接種出来ない社員に対して接種の強要はしないこと。 

【会社回答】同上 

 

10．一回目の接種後に出向等により職場が変更になった場合、二回目の接種の取り扱い

を明らかにすること。 

【会社回答】会社の出向者窓口に相談すること。 

 

（若干のやりとり） 

組合：出向社員や関連会社の接種について検討していないのか。 

会社：現時点では対象外にしているが可能な範囲で対象の拡大は考えている。 

組合：１万７千人分の２回分のワクチンは確保されているのか。 

会社：２回接種が前提なので１回接種して２回目は無理と言うことはあり得ない。 

組合：会社が日程も時間も指定するのか。 

会社：本人の希望を事前に確認するのではなく、会社が勤務を見ながら日時を指定する。 

駄目な時はキャンセルできる。 

組合：一度キャンセルすれば、接種できないということになるのか。 

会社：接種状況に応じて、無いとは言わないがキャンセルすればキャンセルとなる。 

組合：キャンセルは、いつまでということはあるのか。 

会社：当日の体調不良もあるので、いつまでと言うことはない。 

組合：鳥飼基地で従事する社員は、鳥飼基地で接種する事を検討していないのか。 

会社：現時点では確定したものはないので、申し上げられない。現時点で接種実施でき 

る目処がついているのは支社内である。 

以上 


